
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
市
民
社
会
論
と
地
域
主
義
論
の
交
錯

｜
｜
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
市
民
社
会
に
よ
る
地
域
主
義
の
再
定
義

大

賀

哲

は
じ
め
に

第
一
章

ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
｜
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
〇
か
ら
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
へ

（
一
）
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
賢
人
会
議

（
二
）
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
賢
人
会
議

（
三
）
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章

第
二
章

ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
｜
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
民
会
議
（
Ａ
Ｐ
Ａ
）

（
一
）
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
と
Ａ
Ｐ
Ａ

（
二
）
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
へ
の
政
策
提
言

第
三
章

ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
｜
地
域
連
帯
運
動
に
お
け
る
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ａ
と
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ａ

（
一
）
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ａ

（
二
）
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ａ
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（
三
）
人
権
と
地
域
連
帯

お
わ
り
に

は

じ

め

に

本
稿
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
（A

sso
cia
tio
n o

f S
o
u
th
ea
st A

sia
n N

a
tio
n
s.

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
）
の
制
度
改
革
と
そ
れ
に
伴
う
地
域
主
義
の
民
主
化
プ
ロ
セ
ス１

）に
着
眼
し
、
市
民
社
会
論
と
地
域
主
義
論
の
交
錯
過

程
を
明
ら
か
と
す
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
い
る
。
分
析
に
あ
た
っ
て
の
問
題
設
定
と
し
て
は
、

ト
ラ
ッ
ク
別
分
析２

）」
を
採
用
し
、
ト
ラ
ッ

ク
Ⅰ
（
政
府
間
ル
ー
ト
）
・
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
（
半
官
半
民
の
非
公
式
ル
ー
ト
）
・
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
（
民
間
ル
ー
ト
）
の
三
者
に
お
い
て
「
市
民
社

会
」
と
「
地
域
主
義
」
が
如
何
に
定
位
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
地
域
主
義
や
（
地
域
の
）
市
民
社
会
形
成
に
お
い

て
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
が
相
互
に
「
如
何
に
連
関
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
分
析
上
の
焦
点
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て

い
る
。
具
体
な
考
察
対
象
と
し
て
は
、
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
の
連
関
と
し
て
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
公
式
言
説
｜
な
か
ん
ず
く
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

憲
章
策
定
過
程
に
お
け
る
二
つ
の
賢
人
会
議
（E

m
in
en
t P

erso
n
s G

ro
u
p

｜
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
賢
人
会
議
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
賢
人
会
議
）、

ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
の
連
関
と
し
て
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
（A

S
E
A
N
 
In
stitu

te
 
o
f
 
S
tra
teg

ic
 
a
n
d
 
In
tern

a
tio
n
a
l

 
S
tu
d
ies

）
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
民
会
議
（
Ａ
Ｐ
Ａ
）、
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
の
連
関
と
し
て
の
二
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｎ
Ｇ
Ｏ
｜
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｃ
Ａ
（S

o
u
th E

a
st A

sia
n C

o
m
m
ittee fo

r A
d
v
o
ca
cy

）
と
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ａ
（S

o
lid
a
rity fo

r A
sia
n P

eo
p
le’s A

d
v
o
ca
cy

）
｜
の

活
動
及
び
こ
れ
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
対
し
て
展
開
し
て
い
る
市
民
社
会
運
動
に
照
射
し
て
い
る
。
ま
た
、
か
か
る
考

察
を
進
め
る
上
で
本
稿
が
方
法
論
と
し
て
採
用
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
言
説
分
析
で
あ
る３

）。
す
な
わ
ち
、
各
ト
ラ
ッ
ク
に
お
け
る
政
治
過
程

（77-４- ）100 720
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に
着
眼
し
つ
つ
も
、
主
と
し
て
「
言
説
」
の
変
容
に
注
視
し
、
各
ト
ラ
ッ
ク
・
各
ア
ク
タ
ー
に
お
い
て
「
地
域
主
義
」
・
「
市
民
社
会
」
と

い
っ
た
言
説
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
来
た
の
か
を
考
察
す
る４

）。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
含
め
東
ア
ジ
ア
地
域
レ
ベ
ル
の
市
民
社
会
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
先
行
研
究
が
既
に
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
概

観
に
つ
い
て
は
以
前
の
論
巧
で
詳
述
し
た
の
で
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
が５

）、
本
稿
に
お
い
て
何
故
右
記
の
問
題
設
定
と
方
法
論
が
選
択
さ

れ
て
い
る
の
か
を
説
明
す
る
意
味
で
、
先
行
す
る
研
究
群
の
う
ち
本
稿
と
類
似
の
問
題
領
域
に
着
眼
し
て
い
る
も
の
を
複
数
提
示
し
、
そ
れ

ら
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
本
稿
に
お
け
る
問
題
設
定
・
方
法
論
の
独
自
性
を
明
示
し
て
お
く
。

本
稿
と
類
似
の
問
題
領
域
を
検
討
し
、
す
な
わ
ち
市
民
社
会
や
民
主
化
の
動
向
に
着
目
し
つ
つ
、
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
な
い
し
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の

制
度
改
革
の
過
程
を
検
証
し
た
も
の
と
し
て
勝
間
田
の
研
究
が
あ
る６

）。
同
研
究
は
、
市
民
社
会
ア
ク
タ
ー
の
活
動
に
伴
っ
て
人
権
や
民
主
主

義
と
い
っ
た
規
範
が
台
頭
す
る
中
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
政
府
間
外
交
や
協
調
的
安
全
保
障
の
あ
り
方
の
変
容
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

他
方
で
、
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
に
お
け
る
制
度
改
革
を
意
識
し
つ
つ
、
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
・
Ⅲ
の
動
向
｜
な
か
ん
ず
く
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
市
民
社
会

の
隆
盛
｜
を
考
察
し
た
も
の
と
し
て
は
五
十
嵐
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る７

）。
五
十
嵐
は
一
方
で
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
策
定
過
程
に
照
射
し
、
他
方

で
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
や
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
民
会
議
（
Ａ
Ｐ
Ａ
）、
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ａ
な
ど
を
事
例
と
す
る
こ
と
で
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
市

民
社
会
の
提
起
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
地
域
主
義
の
展
望
を
考
察
し
て
い
る
。
両
者
の
研
究
と
本
稿
と
で
は
考
察
対
象
が
一
部
重
複
し
て
い

る
が
、
そ
の
検
討
課
題
と
し
て
い
る
問
題
設
定
、
方
法
論
に
相
違
が
見
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
幾
つ
か
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
問
題
設
定
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
両
研
究
は
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
な
い
し
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
・
Ⅲ
の
動
向
に
着
眼
し
、
現
実
政
治
の
動
向
を
踏

ま
え
な
が
ら
地
域
主
義
な
い
し
地
域
市
民
社
会
の
動
態
の
変
容
を
注
視
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
特
定
の
セ
ク
タ
ー
｜
よ
り
具
体

的
に
は
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
の
い
ず
れ
か
｜
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
相
関
関
係
の
分
析
と
い
う
視
角
は
や
や
希
薄
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
は
独
立
し
た
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
く
、
相
互
に
連
関
し
合
っ
た
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
の
で
、
個
別
検
証

を
掘
り
下
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
三
者
の
異
同
を
踏
ま
え
た
上
で
そ
れ
ら
が
如
何
に
連
関
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
相
関
関
係
を
お
さ
え
て
お

ASEANにおける市民社会論と地域主義論の交錯（大賀）
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く
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
特
定
の
ト
ラ
ッ
ク
に
照
射
す
る
の
で
は
な
く
、
ト
ラ
ッ
ク
間
の
相
互
関
係
を
分
析
す
る
と
い
う

問
題
設
定
を
選
択
し
て
い
る
。

第
二
に
、
方
法
論
と
し
て
両
研
究
共
に
地
域
共
同
体
に
お
け
る
規
範
の
動
向
並
び
に
そ
こ
に
お
け
る
市
民
社
会
の
権
利
要
求
に
着
目
し
て

い
る
が
、
こ
の
場
合
に
メ
タ
規
範
で
あ
る
地
域
主
義
や
市
民
社
会
と
い
っ
た
言
説
は
ど
の
よ
う
に
変
容
し
、
如
何
な
る
役
割
を
果
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
い
て
人
権
や
民
主
化
要
求
が
高
度
に
政
治
問
題
化
し
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
や
各
国
政
府
も
そ
れ
に
応

じ
た
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
に
伴
い
か
つ
て
は
既
定
路
線
で
あ
っ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
内
政
不
干
渉
規
範
や
全
会
一
致
方
式

が
大
き
な
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る８

）。
し
か
し
、
そ
の
際
に
「
人
権
」
や
「
民
主
化
」
と
い
っ
た
個
々
の
規
範
と
同
様

に

市
民
社
会

や

地
域
主
義

と
い
っ
た
メ
タ
規
範
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
る
の
か
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

通
常
、
規
範
と
は
、
当
該
共
同
体
に
お
い
て
適
切
で
あ
る
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
行
為
を
め
ぐ
る
共
通
の
期
待
を
意
味
し
て
い
る９

）。
本
稿
で

は
メ
タ
規
範
を
「
規
範
に
つ
い
て
の
規
範
」
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
の
含
意
は

市
民
社
会

や

地
域
主
義

と

い
っ
た
規
範
が
そ
れ
自
体
、
独
自
の
文
脈
を
持
ち
、
拘
束
力
を
発
揮
し
て
、
他
の
規
範
に
一
定
程
度
の
志
向
性
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
｜

市
民
社
会

や

地
域
主
義

と
い
う
メ
タ
規
範
か
ら
見
れ
ば
、

人
権
」
や
「
民
主
化
」
は
下
位
規
範
に
あ
た
り
、
ど
の
よ

う
な
メ
タ
規
範
を
前
提
と
す
る
か
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
内
容
が
変
化
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
メ
タ
規
範
╱
下
位
規
範
と
い
う
対
置
は
相
対

的
な
も
の
で
あ
り
、

人
権
」
や
「
民
主
化
」
と
い
っ
た
規
範
も
、
そ
れ
ぞ
れ
生
存
権
や
参
政
権
と
い
っ
た
下
位
規
範
を
内
包
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
意
図
は
「
人
権
」
や
「
民
主
化
」
と
い
う
規
範
を
そ
れ
自
体
の
内
在
的
な
論
理
に
よ
っ
て
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
を
形
成
し
て
い
る
文
脈
に
着
眼
し
、

市
民
社
会

や

地
域
主
義

と
い
う
メ
タ
規
範
と
の
関
係
性
の
中
で
そ
の
内
容
を
精
査
す

る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｜
こ
の
こ
と
は
、

人
権
」
や
「
民
主
化
」
と
い
っ
た
規
範
を
考
察
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
に
先
立
っ
て
（
或
い
は
、
そ
れ
に
伴
っ
て
）
か
か
る
規
範
形
成
を
規
定
し
て
い
る

市
民
社
会

や

地
域
主
義

と
い
う
メ
タ
規
範

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
説
分
析
と
い
う
方
法
論
を
用
い
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
、
単
に
個
々
の
規
範

論 説
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が
提
起
し
て
い
る
「
論
理
」
を
読
解
す
る
と
い
う
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
か
か
る
規
範
が
如
何
な
る
言
説
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
か

を
吟
味
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
本
来
は
政
府
間
関
係
の
言
説
で
あ
っ
た
地
域
主
義
が
地
域
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
市
民

社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
本
稿
で
は
市
民

社
会
と
地
域
主
義
の
両
言
説
に
照
射
し
、
両
者
の
関
係
を
踏
ま
え
つ
つ
そ
の
変
容
過
程
を
検
討
す
る
。

ま
た
広
い
意
味
で
の
問
題
意
識
と
い
う
点
で
は
、
第
三
に
｜
こ
れ
は
ア
チ
ャ
ー
ヤ
（A

.

10
）

A
ch
a
ry
a

）
や
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
地
域
主
義
を

提
唱
し
て
い
る
ダ
ー
ノ
（E

.

11
）

D
a
n
o

）
の
研
究
に
も
通
底
す
る
課
題
で
あ
る
が
｜
「
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
市
民
社
会
と
い
っ
た
場
合
に

そ
れ
は
東﹅
ア﹅
ジ﹅
ア﹅
域﹅
内﹅
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
市
民
社
会
を
含
意
し
て
い
る
の
か
、
域﹅
外﹅
を﹅
含﹅
め﹅
グ﹅
ロ﹅
ー﹅
バ﹅
ル﹅
な
市
民
社
会
を

含
意
し
て
い
る
の
か
が
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
回
答
が
前
者
で
あ
っ
た
場
合
、
な
ぜ
市
民
社
会
を
包

摂
す
る
概
念
が
「
地
域
主
義
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
社
会
運
動
と
ア
ジ
ア
市
民
社
会
運
動
の
違
い
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
論
点
が
残
さ
れ
る
。
一
方
で
、
民
主
化
の
深
化
拡
大
が
エ
リ
ー
ト
主
導
の
国
内
状
況
を
改
変
し
、
多
か
れ
少
な

か
れ
権
威
主
義
体
制
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
型
の
制
度
文
化
（
内
政
不
干
渉
規
範
や
協
議
と
合
意
に
基
づ
く
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
方

式
の
意
思
決
定
）
に
変
容
を
迫
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
論
を
俟
た
な
い
。
ま
た
他
方
で
は
、
か
か
る
市
民
社
会
の
運
動
が
、

特
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
利
害
集
団
を
代
表
す
る
と
い
う
よ
り
は
、

東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
地
域
を
背
景
に
権
利
要
求
を
お
こ
な
う
地
域
Ｎ

Ｇ
Ｏ
と
し
て
の
側
面
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る12

）。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
の
市
民
社
会
ア
ク
タ
ー
が

地
域
主
義
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
の
か
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
市
民
社
会
ア
ク
タ
ー
を
含
ん
だ
ト

ラ
ッ
ク
Ⅱ
・
Ⅲ
の
言
説
を
分
析
し
、
市
民
社
会
や
地
域
主
義
が
如
何
な
る
文
脈
で
定
位
さ
れ
て
い
る
の
か
を
詳
ら
か
に
す
る
。

右
の
よ
う
な
問
題
設
定
と
方
法
論
に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
次
の
三
章
か
ら
論
を
展
開
す
る
｜
各
章
は
そ
れ
ぞ
れ
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
と
ト
ラ
ッ
ク

Ⅱ
、
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
、
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
に
対
応
し
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
の
連
関

に
照
射
し
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
策
定
過
程
に
お
け
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
公
式
言
説
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
賢
人
会
議
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
賢
人
会
議
に
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つ
い
て
考
察
を
行
な
う
。
ま
た
第
二
章
で
は
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
の
連
関
を
課
題
と
し
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

人
民
会
議
に
お
け
る
地
域
主
義
と
市
民
社
会
言
説
、
と
り
わ
け
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
に
対
し
て
の
政
策
提
言
を
検
討
す
る
。
第
三
章
で
は
ト

ラ
ッ
ク
Ⅲ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
の
連
関
に
着
眼
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ａ
と
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ａ
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
こ
の
際
に
人

権
言
説
と
地
域
連
帯
運
動
の
関
係
を
よ
り
詳
ら
か
と
す
る
た
め
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｍ
Ｃ
（A

S
E
A
N
 
In
ter-P

a
rlia

m
en
ta
ry M

y
a
n
m
a
r C

a
u
cu
s

）

に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
の
地
域
主
義
の
民
主
化
プ
ロ

セ
ス
に
お
い
て
「
市
民
社
会
」
論
と
「
地
域
主
義
」
論
の
交
錯
を
俯
瞰
し
、
結
び
と
す
る
。

１
）

民
主
化
と
地
域
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。A

m
ita
v A

ch
a
ry
a
,
“D
em
o
cra

tiza
tio
n a

n
d th

e p
ro
sp
ects fo

r p
a
rticip

a
to
ry

 
reg

io
n
a
lism

 
in S

o
u
th
ea
st A

sia
,”
in K

a
n
ish
k
a Ja

y
a
su
riy
a
,
A
sian R

egion
al G

overn
an
ce:

C
risis an

d C
h
an
ge
,
L
o
n
d
o
n
:
R
o
u
tled

g
e,

2004,
p
p
.128

130.

２
）

こ
こ
で
は
各
ト
ラ
ッ
ク
に
お
い
て
地
域
主
義
と
市
民
社
会
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
ま
ず
精
査
し
、
そ
れ
ら
の
異
同
を
踏
ま
え
、
比

較
検
討
を
し
た
上
で
、
地
域
主
義
と
市
民
社
会
が
如
何
に
定
位
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
全
体
像
を
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。

３
）

言
説
分
析
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。T

o
ru O

G
A
,
“R
e-d
isco

v
erin

g A
sia
n
n
ess:

th
e ro

le o
f in

stitu
tio
n
a
l d
isco

u
rses in th

e
 

A
P
E
C
 
1989

1997,”
In
tern

ation
al R

elation
s of th

e A
sia-P

acific
,
v
o
l.
4
2,
2004,

p
p
.287

317.

４
）

予
め
断
っ
て
お
く
と
、
本
稿
に
お
け
る
「
市
民
社
会
」
と
い
う
概
念
の
含
意
と
し
て
は
次
の
二
つ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
一
方
で
、
ア﹅
ク﹅

タ﹅
ー﹅
と﹅
し﹅
て﹅
の﹅
市﹅
民﹅
社﹅
会﹅
を
意
味
す
る
場
合
に
は
、
後
述
の
民
間
知
識
人
・
学
識
者
・
シ
ン
ク
タ
ン
ク
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
広
い
意
味
で
の
非
国
家
主
体
を
想
定

し
て
い
る
。
他
方
で
、
言﹅
説﹅
と﹅
し﹅
て﹅
の﹅
市﹅
民﹅
社﹅
会﹅
に
つ
い
て
は
予
め
明
確
な
定
義
・
条
件
を
付
与
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
の
各
々
の
プ

ロ
セ
ス
に
お
い
て

市
民
社
会

と
い
う
言
説
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
そ
の
文
脈
性
を
重
視
し
て
い
る
。

５
）

大
賀
哲
「
国
際
政
治
学
に
お
け
る
地
域
主
義
研
究
の
動
向
と
課
題
｜
東
ア
ジ
ア
地
域
主
義
論
に
つ
い
て
の
予
備
的
考
察
」『
法
政
研
究
』
第
七
七
巻

第
一
号
、
二
〇
一
〇
年
、
一
二
三
｜
一
三
二
頁
参
照
。
ま
た
概
念
と
し
て
ア
ジ
ア
市
民
社
会
を
論
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
田
中
豊
治
「
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
ア
ジ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
同
編
『
ア
ジ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
多
様
性
と
展
望
｜
グ
ロ
ー
カ
ル
な
地
域
戦
略
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
八
年
、
竹

中
千
春
「
ア
ジ
ア
の
市
民
社
会
」
竹
中
千
春
・
高
橋
伸
夫
・
山
本
信
人
『
現
代
ア
ジ
ア
研
究
（
二
）
市
民
社
会
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
な

ど
。
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６
）

勝
間
田
弘
「
ア
ジ
ア
の
協
調
的
安
全
保
障
｜
『
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
か
ら
『
東
ア
ジ
ア
共
同
体
』
へ
」
武
田
康
裕
・
丸
川
知
雄
・
厳
善
平

『
現
代
ア
ジ
ア
研
究
（
三
）
政
策
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、
一
〇
一
｜
一
二
五
頁
。

７
）

五
十
嵐
誠
一
「
東
南
ア
ジ
ア
の
新
し
い
地
域
秩
序
と
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
市
民
社
会
の
地
平
｜
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
の
形
成
過
程
に
お
け
る

『
下
』
か
ら
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
な
地
域
主
義
に
注
目
し
て
」『
国
際
政
治
』
第
一
五
八
号
、
二
〇
〇
九
年
、
八
九
｜
一
〇
三
頁
。

８
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
大
賀
哲
「
国
際
社
会
と
地
域
統
合
｜
拡
が
る
人
道
的
規
範
と
揺
ら
ぐ
内
政
不
干
渉
規
範
」
大
賀
哲
・
杉
田
米
行
編
『
国
際
社
会
の

意
義
と
限
界
｜
理
論
・
思
想
・
歴
史
』
国
際
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
九
七
｜
一
二
七
頁
を
参
照
。

９
）

M
a
rth
a F

in
n
em
o
re,

N
ation

al In
terests in

 
In
tern

ation
al S

ociety
,
Ith
a
ca
:
C
o
rn
ell U

.P
.,
1996,

p
.22.

10
）

C
f.
n
.1

11
）

E
len
ita D

a
n
o
,
B
u
ild
in
g P

eople-O
rien

ted
 
an
d
 
P
articipatory A

ltern
ative R

egion
alism

 
M
od
el in

 
S
ou
th
east A

sia:
A
n
 
E
xplora-

tory S
tu
d
y
,
M
a
n
ila
:
A
S
IA
D
H
R
R
A
 
a
n
d A

F
A
,
2008

12
）

N
ick T

h
o
m
a
s,
“T
o
w
a
rd a

n E
a
st A

sia
n C

o
m
m
u
n
ity
,”
in Ja

y
a
su
riy
a
,
o
p
.cit.,

P
.201

第
一
章

ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ｜

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
〇
か
ら
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
へ

本
章
で
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
の
プ
ロ
セ
ス
に
着
眼
し
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
〇
か
ら
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
憲
章
に
至
る
過
程
を
考
察
す
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
公
式
言
説
に
お
い
て
、
実
質
的
な
意
味
で
の
市
民
社
会
と
の
連
携
が
着
目
さ
れ
始
め

た
の
は
比
較
的
近
年
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
に
採
択
さ
れ
た
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
〇
」
は
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
平
和

で
安
定
し
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
共
同
体
形
成
を
目
標
と
し
て
掲
げ
、

ケ
ア
の
共
同
体
（A

 
C
o
m
m
u
n
ity o

f C
a
rin
g S

o
cieties

）」
と
い
う

認
識
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

ケ
ア
の
共
同
体
」
に
お
い
て
は
、
飢
餓
、
栄
養
失
調
、
貧
窮
・
貧
困
と
い
っ
た
根
本
的
な
社
会
問
題
の
解
決
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が
含
意
さ
れ
、
社
会
的
弱
者
に
注
視
し
、
社
会
正
義
と
法
の
支
配
の
貫
徹
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
社
会
問
題
の
解
決
や
社
会
正
義
の

貫
徹
に
お
い
て
市
民
社
会
の
役
割
が
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る13

）。

ま
た
二
〇
〇
〇
年
に
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
賢
人
会
議
（th

e A
S
E
A
N
 
E
m
in
en
t P

erso
n
s G

ro
u
p

）
が
組
織
さ
れ
、

ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
〇
」

を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
宣
言
（
二
〇
〇
五
年
）
を
受
け
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
賢
人
会
議
（th

e E
m
in
en
t P

er-

so
n
s G

ro
u
p o

n th
e A

S
E
A
N
 
C
h
a
rter

）
が
発
足
し
、
二
〇
〇
六
年
末
に
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
。
ま
た
セ
ブ
宣
言
（
二
〇
〇
七
年
）

で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
の
確
固
た
る
礎
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
賢
人
会
議
（
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
賢
人
会
議
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
賢
人
会
議
）
は
、
政
府
関
係
者
に
加
え
、
学
者
・
有
識
者
を
含
む
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
の
組
織
で
あ
り
、
本
章

で
は
、
両
賢
人
会
議
を
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
検
証
策
定
過
程
と
関
連
付
け
て
分
析
す
る
こ
と
で
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
及
び
Ⅱ
に
お
け
る
市
民
社
会
論
と
地
域

主
義
論
の
交
錯
を
詳
ら
か
と
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る
。

（
一
）
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
賢
人
会
議

先
述
の
よ
う
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
賢
人
会
議
は
二
〇
〇
〇
年
に
「
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
〇
」
を
提
起
し
て
い
る
。
同
報
告
書
は
副
題
に
「
人
民
の

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
（T

h
e P

eo
p
le’s A

S
E
A
N

）」
を
掲
げ
、
平
和
・
正
義
に
満
ち
、
中
庸
（m

o
d
era

tio
n

）
を
得
た
地
域
を
形
成
す
る
た
め
の

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
効
果
的
な
役
割
を
確
認
し
、
そ
の
上
で
社
会
的
一
体
性
、
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
伴
う
「
ケ
ア
の
共
同
体
（a

 
co
m
-

m
u
n
ity o

f ca
rin
g so

cieties w
ith a co

m
m
o
n reg

io
n
a
l id

en
tity

）」
と
し
て
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
主
張
し
て
い
る14

）。
こ
こ
に
お
け
る

「
ケ
ア
の
共
同
体
」
と
は
、
前
述
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
〇
（
一
九
九
七
年
）
と
同
様
に
社
会
経
済
問
題
の
改
善
を
意
識
し
た
も

の
で
あ
る
。

ま
た
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
民
の
生
活
・
生
命
を
守
る
手
段
と
し
て
「
人
間
の
安
全
保
障
」
と
「
開
発
」
の
重
要
性
を
強
調
し
、
内
政
不
干
渉
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規
範
の
重
要
性
は
変
わ
ら
な
い
が
、
同
時
に
地
域
全
体
の
共
通
の
利
益
も
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
と
く
に
｜
こ
れ
は

先
述
の
「
ケ
ア
の
共
同
体
」
論
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
わ
け
だ
が
｜
政
治
的
安
全
保
障
、
経
済
的
安
全
保
障
、

市
民
的
安
全
保
障
（C

iv
ic

 
S
ecu

rity
）」
等
を
そ
れ
ぞ
れ
自
立
的
に
存
在
す
る
問
題
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
人
間
の
安
全
保
障
」
と
「
開

発
」
に
包
摂
さ
れ
得
る
課
題
で
あ
る
と
し
て
い
る15

）。
こ
こ
に
お
い
て
、
市
民
社
会
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
が
総
じ
て
強
調
さ
れ
て
お
り
、
人

間
の
安
全
保
障
・
開
発
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
貧
困
撲
滅
に
向
け
た
市
民
社
会
の
役
割
に
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る16

）。
す
な
わ
ち
、

共
通
の
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
涵
養
は
、
人
民
と
い
う
概
念
（th

e co
n
cep

t o
f th

e p
eo
p
le

）
を
志
向
す
る
方
針
転
換
な
く
し
て
は

不
可
能
で
あ
る17

）」
と
述
べ
、
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
人
民
中
心
の
「
ケ
ア
の
共
同
体
」
論
が
有
機
的
に
接
合
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
超
国
家
的
利
益
（su

p
ra
n
a
tio
n
a
l in

terests

）
と
加
盟
国
の
国
益
（n

a
tio
n
a
l in

terests

）
を
併
置
し
、
両
者
の

調
和
を
提
起
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
地
域
主
義
は
内
政
不
干
渉
規
範
を
失
効
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
内
政
不

干
渉
規
範
の
存
在
そ
れ
自
体
も
地
域
主
義
の
深
化
拡
大
を
阻
害
す
る
も
の
で
は
な
い18

）。
言
い
換
え
れ
ば
、
地
域
主
義
と
い
う
超
国
家
的
枠
組

み
と
内
政
不
干
渉
規
範
と
い
う
国
家
的
枠
組
み
の
調
和
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
地
域

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
の
調
和
に
着
眼
し
、

一
〇
の
文
化
と
一
つ
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
（10 C

u
ltu
res,

O
n
e A

S
E
A
N

）」
と
い
う
理
念
を
掲

げ
て
い
る19

）。

一
方
で
地
域
主
義
論
と
し
て
こ
れ
を
捉
え
た
場
合
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
賢
人
会
議
に
お
い
て
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
公
式
言
説
を
受
け
て
地
域
主
義

と
し
て
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
の
紐
帯
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
賢
人
会
議
の
「
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
〇
」
で
は
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
〇
を
受
け
て
「
ケ
ア
の
共
同
体
」
に
お
け
る
市
民
社
会
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
提
起

自
体
は
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
視
さ
れ
る
の
は
、

ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
〇
」
に
お
い
て
は
「
ケ
ア
の
共
同
体
」
と
の
観

点
か
ら
社
会
経
済
面
で
の
市
民
社
会
概
念
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
人
権
や
民
主
化
と
い
っ
た
市
民
社
会
の
政
治
的
側
面
は
概
ね

等
閑
視
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
地
域
主
義
と
市
民
社
会
の
関
係
と
は
、
前
者
を
原
則
と
し
つ
つ
、
そ
の
障
壁
と
な
り
う
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る
社
会
経
済
上
の
要
因
（
貧
困
や
地
域
内
格
差
等
）
を
後
者
｜
す
な
わ
ち
市
民
社
会
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
｜
を
通
じ
て
改
善
し
て
い
く
と

い
う
視
座
で
あ
り
、
市
民
社
会
は
地
域
主
義
の
下﹅
位﹅
規﹅
範﹅
と﹅
し﹅
て﹅
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

同
時
に
、
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
〇
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
共
同
体
形
成
と
い
う
点
に
お
い
て
は
非
常
に
示
唆
的
な
概
念
を
提
起
し
て
い
る
が
、
こ

の
時
点
で
は
未
だ
後
述
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
の
制
定
は
想
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
の
直
接
の
契
機
と
な
る
の
は
、
二
〇
〇

五
年
の
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
宣
言
で
あ
る
。
同
宣
言
で
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
の
策
定
と
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
が
将
来
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体

の
制
度
的
枠
組
み
を
構
成
す
る
旨
が
確
認
さ
れ
、
憲
章
の
策
定
に
向
け
て
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
賢
人
会
議
の
発
足
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
同

宣
言
で
は
、
バ
ン
コ
ク
宣
言
（
一
九
六
七
年
）
や
東
南
ア
ジ
ア
友
好
協
力
条
約
（
Ｔ
Ａ
Ｃ
）
と
い
っ
た
従
来
型
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
規
範
が
確
認
さ

れ
る
一
方
で
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
〇
に
お
け
る
「
ケ
ア
の
共
同
体
」
と
い
う
原
則
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る20

）。
但
し
、
同

宣
言
で
は
賢
人
会
議
の
「
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
〇
」
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
た
市
民
社
会
の
役
割
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
二
）
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
賢
人
会
議

右
述
の
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
宣
言
を
受
け
て
組
織
さ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
賢
人
会
議
は
、
二
〇
〇
六
年
末
に
報
告
書
を
上
梓
し
て
い
る
。

こ
の
報
告
書
は
最
終
的
に
後
述
の
セ
ブ
宣
言
を
採
択
し
た
二
〇
〇
七
年
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
首
脳
会
議
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
同
報
告
書
は
、
ア

ジ
ア
通
貨
危
機
、
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
、
ア
ジ
ア
津
波
災
害
（
二
〇
〇
四
年
）
等
の
反
省
か
ら
、
内
政
不
干
渉
規
範
・
全
会
一
致
を
主
旨
と
す
る
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
方
式
の
建
設
的
見
直
し
を
提
起
し
、
他
方
で
「
民
主
的
価
値
（d

em
o
cra

tic v
a
lu
es

）」、

良
い
統
治
（g

o
o
d
 
g
o
v
ern

a
n
ce

）」

の
必
要
性
及
び
人
権
・
法
の
支
配
の
遵
守
を
強
調
し
て
い
る21

）。
こ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
が
、
意
思
決
定
方
式
の
見
直
し
で
あ
る
。
利
害
対

立
等
を
含
む
争
点
化
し
や
す
い
領
域
に
お
け
る
全
会
一
致
が
尊
重
さ
れ
な
が
ら
も
、
争
点
化
し
に
く
い
緊
張
度
の
低
い
問
題
に
つ
い
て
は
多

数
決
方
式
の
可
能
性
が
提
起
さ
れ
て
い
る22

）。
ま
た
市
民
社
会
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
観
点
か
ら
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
人﹅
民﹅
中﹅
心﹅
の
組
織
（a
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p
eo
p
le-cen

tred
 
o
rg
a
n
isa
tio
n

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
る23

）。
し
か
し
、

ケ
ア
の
共
同
体
」、

共
有
す
る
共
同
体

（sh
a
rin
g co

m
m
u
n
ity

）」
の
概
念
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
内
政
不
干
渉
規
範
そ
れ
自
体
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
肯
定
的
で
あ
る24

）。

そ
の
後
、
二
〇
〇
七
年
初
頭
の
首
脳
会
議
で
採
択
さ
れ
た
セ
ブ
宣
言
で
は
、
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
宣
言
と
同
様
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
が
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
の
確
固
た
る
基
礎
を
構
成
す
る
と
い
う
認
識
が
繰
り
返
さ
れ
、
同
様
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
〇
の
「
ケ
ア
の
共

同
体
」
と
い
う
認
識
が
反
復
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
市
民
社
会
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
所
謂

市
民
社
会
組
織
が
、
財
界
・
学
界
・
加
盟
国
議
会
と
共
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
構
成
主
体
の
一
つ
で
あ
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い25
）。こ

の
よ
う
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
賢
人
会
議
で
は
、
右
述
賢
人
会
議
に
お
け
る
「
市
民
社
会
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
」
概
念
か
ら
、

人
民

中
心
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
」
と
い
う
認
識
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
も
や
は
り
共
同
体
規
範
や
そ
の
関
数
と
し
て
の
内
政

不
干
渉
規
範
が
支
配
的
な
位
置
を
占
め
、
市
民
社
会
は
そ
れ
に
従
属
す
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

（
三
）
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章

そ
の
後
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
に
開
催
さ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
が
採
択
さ
れ
、

翌
年
一
月
に
公
表
さ
れ
る26

）。
憲
章
の
基
本
路
線
は
、
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
を
基
礎
と
し
た
地
域
協
力
の
推
進
で
あ
り
、
そ
こ
で

は
繰
り
返
し
「
ひ
と
つ
の
ビ
ジ
ョ
ン
、
ひ
と
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
ひ
と
つ
の
ケ
ア
・
共
有
の
共
同
体
（o

n
e v

isio
n
,
o
n
e id

en
tity

 
a
n
d o

n
e ca

rin
g a

n
d sh

a
rin
g co

m
m
u
n
ity

）」
が
強
調
さ
れ
て
い
る27

）。
よ
り
明
示
的
に
は
、
第
一
条
に
お
い
て
「
民
主
主
義
の
強
化
、

良
い
統
治
・
法
の
支
配
の
拡
大
、
人
権
と
基
本
的
自
由
の
促
進
・
保
護
」
が
提
起
さ
れ
て
い
る28

）。
同
時
に
、

人﹅
民﹅
志﹅
向﹅
の﹅
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
（a

 
people-orien

ted
 
A
S
E
A
N

）」
と
い
う
概
念
を
掲
げ
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
す
べ
て
の
セ
ク
タ
ー
、
主
体
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
統
合
と
共
同
体
構
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築
の
過
程
に
参
画
し
、
そ
こ
か
ら
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る29

）。

ま
た
第
三
五
条
で
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
重
要
性
が
提
起
さ
れ
、

運
命
・
目
標
・
価
値
を
共
有
す
る
た
め
の
人
民
相
互
の

所
属
意
識
」
の
高
揚
が
謳
わ
れ
て
い
る30

）。
憲
章
は
、
一
方
で
主
権
・
領
土
保
全
・
内
政
不
干
渉
と
い
っ
た
伝
統
的
規
範
を
肯
定
し
て
い
る
が
、

他
方
で
は
人
権
と
基
本
的
自
由
の
尊
重
・
保
護
を
含
ん
だ
民
主
主
義
原
則
・
法
の
支
配
・
「
良
い
統
治
」
の
重
要
性
を
評
価
し
て
い
る31

）。
但

し
、
依
然
と
し
て
協
議
と
合
意
（co

n
su
lta
tio
n
 
a
n
d
 
co
n
sen

su
s

）
に
基
づ
く
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
型
の
意
志
決
定
方
式
は
固
守
し
て
い
る32

）。
す

な
わ
ち
、
民
主
主
義
的
価
値
・
人
権
・
法
の
支
配
｜
な
か
ん
ず
く
「
人
民
志
向
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
」
と
い
う
鍵
概
念
｜
に
お
い
て
明
確
な
秩
序

規
範
の
変
容
が
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
憲
章
は
依
然
と
し
て
政
府
中
心
主
義
、
内
政
不
干
渉
規
範
と
い
う
姿
勢
を
崩
し
て
は
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
〇
か
ら
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
へ
と
至
る
過
程
で
は
、
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
体
性
を
強

調
し
た
上
で
、
人
民
中
心
・
人
民
志
向
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
な
ど
、
従
来
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
地
域
主
義
規
範
の
変
化
が
認
め

ら
れ
る
。
然
る
に
、
賢
人
会
議
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
公
式
見
解
と
の
言
説
を
比
較
す
る
と
、
市
民
社
会
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
つ
い
て
両
者
に

は
一
定
の
溝
が
あ
り
、
前
者
に
お
け
る
市
民
社
会
へ
の
期
待
が
、
後
者
に
お
い
て
は
後
退
し
て
い
る
印
象
は
否
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ト

ラ
ッ
ク
Ⅰ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、

市
民
社
会
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
」
や
「
人
民
志
向
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
」
な
ど
従
来

の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
比
し
て
、
市
民
社
会
の
役
割
が
強
調
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
地
域
主
義
が
「
主
」
で
あ
り
、
市
民
社
会
は

「
従
」
で
あ
る
、
と
い
う
関
係
に
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
後
続
の
章
で
は
、
か
か
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
の
成
立
に
先
立
っ
て
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
お

よ
び
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
の
関
与
を
中
心
に
検
討
し
、
そ
こ
で
の
地
域
主
義
認
識
を
析
出
し
て
い
き
た
い
。

13
）
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.a
sea

n
sec.o

rg
/18030.h

tm
(la
st a

ccessed 24 Ja
n
u
a
ry 2011)

21
）

“R
ep
o
rt o

f th
e E

m
in
en
t P

erso
n
s G

ro
u
p o

n th
e A

S
E
A
N
 
C
h
a
rter,”

D
ecem

b
er 2006,

p
p
.
13,

16,
22.

22
）

Ib
id
.,
17.

23
）

Ib
id
.,
p
.
27.

24
）

Ib
id
.,
p
p
.
28,

45.

25
）

“C
eb
u
 
D
ecla

ra
tio
n
 
o
n
 
th
e B

lu
ep
rin
t o

f th
e A

S
E
A
N
 
C
h
a
rter,”

C
eb
u
,
th
e P

h
ilip

p
in
es,

13
 
Ja
n
u
a
ry
 
2007.

h
ttp
: //w

w
w
.

a
sea

n
sec.o

rg
/19257.h

tm
(la
st a

ccessed 24 Ja
n
u
a
ry 2011)

26
）

T
h
e A

S
E
A
N
 
C
h
a
rter,

Ja
k
a
rta
:
A
S
E
A
N
 
S
ecreta

ria
t,
Ja
n
u
a
ry 2008.

h
ttp
: //w

w
w
.a
sea

n
sec.o

rg
/A
S
E
A
N
-C
h
a
rter.p

d
f
(la
st

 
a
ccessed 24 Ja

n
u
a
ry 2011)

27
）

Ib
id
.,
p
.2,
29.

cf.
A
rt.

36.

28
）

Ib
id
.,
p
.4.

29
）

Ib
id
.,
p
.5.
M
y em

p
h
a
sis.

30
）

Ib
id
.,
p
.29.

31
）

Ib
id
.,
p
.2.

32
）

S
ee A

rticle 20,
ib
id
.,
p
.22.
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第
二
章

ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ

｜
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
民
会
議
（
Ａ
Ｐ
Ａ
）

前
章
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
〇
か
ら
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
へ
至
る
道
程
を
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
公
式
言
説
お
よ
び
賢
人
会
議
の

議
論
か
ら
検
証
し
た
。
本
章
で
は
、
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
の
連
関
を
検
討
す
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
に
対
す
る
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
戦
略
国
際
問
題
研
究
所
連
合
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
）
の
言
説
を
考
察
す
る
。
先
述
の
よ
う
に
賢
人
会
議
は
、
形
式
上
は
ト

ラ
ッ
ク
Ⅱ
の
組
織
で
は
あ
る
が
政
府
関
係
者
（
ま
た
は
退
職
者
）
が
主
流
で
あ
る
。
他
方
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
は
、
戦
略
シ
ン
ク
タ
ン

ク
と
い
う
そ
の
性
質
上
政
府
と
の
関
係
は
深
い
が
、
同
時
に
知
識
人
、
学
者
、
財
界
、
メ
デ
ィ
ア
と
政
府
主
体
を
連
結
す
る
役
割
を
担
っ
て

お
り
、
且
つ
近
年
で
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
対
話
・
連
携
を
通
じ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
外
交
に
お
い
て
中
心
的
な
機
能
を
果
し
て

い
る33

）。
言
い
換
え
れ
ば
、
賢
人
会
議
が
や
や
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
に
比
較
的
近
い
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
は

純
然
た
る
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
の
活
動
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
に
対

し
て
行
な
っ
た
政
策
提
言
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

（
一
）
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
と
Ａ
Ｐ
Ａ

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
会
合
の
場
と
し
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
タ
イ
、

フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
間
で
一
九
八
四
年
に
開
始
さ
れ
た
（
事
務
局
シ
ン
ク
タ
ン
ク
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
Ｃ
Ｓ

Ｉ
Ｓ
）。
そ
の
主
た
る
目
的
は
、
共
同
体
意
識
の
高
揚
と
、

地
域
主
義
意
識
の
認
識
共
同
体
（a

n ep
istem

ic co
m
m
u
n
ity o

f sen
se o

f
 

reg
io
n
a
lism

）」
の
形
成
に
あ
る34

）。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
本
体
と
し
て
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
政
策
提
言
を
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行
な
い
、
加
盟
シ
ン
ク
タ
ン
ク
が
そ
れ
ぞ
れ
の
加
盟
国
政
府
に
対
し
て
同
様
の
政
策
提
言
を
行
な
う
と
い
う
形
式
を
採
用
し
て
い
る
。

ま
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
は
、
政
府
関
係
者
・
シ
ン
ク
タ
ン
ク
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
対
話
の
場
と
し
て
二
〇
〇
一
年
一
一
月
に
バ
タ
ー
ン

（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
で
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
民
会
議
（
Ａ
Ｐ
Ａ
‖A

S
E
A
N
 
P
eo
p
le’s A

ssem
b
ly

）
を
主
催
し
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
共
同
で
政
策
提
言

を
行
な
っ
て
い
る
。
Ａ
Ｐ
Ａ
の
主
た
る
目
的
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
指
導
者
と
市
民
社
会
と
の
間
の
溝
を
生
め
、
下
か
ら
の
共
同
体
形
成
（a

n
 

A
S
E
A
N
 
co
m
m
u
n
ity fro

m
 
b
elo
w

）
を
推
し
進
め
る
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

一
）
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
の
認
知
度
を
高
め
る
、

二
）
文
化
・
宗
教
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
・
社
会
的
価
値
・
政
治
構
造
の
多
様
性
に
つ
い
て
の
相
互
理
解
と
寛
容
、
及
び
そ
の
実
施
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
に
関
わ
る
他
の
要
因
を
促
進
す
る
、

三
）
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
社
会
に
関
す
る
社
会
経
済
的
問
題
の
対
処
に
つ
い
て
知
見
と
助
言
を
共
有
す
る
、

四
）
信
頼
醸
成
措
置
を
通
じ
て
多
様
な
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
社
会
間
の
格
差
を
解
消
す
る
よ
う
促
進
す
る
、

五
）
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二

〇
に
示
さ
れ
て
い
る
ケ
ア
の
社
会
と
し
て
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
の
構
築
を
支
援
す
る
こ
と
、
等
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
Ａ
Ｐ
Ａ
は
毎
年

開
催
さ
れ
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
と
市
民
社
会
の
主
要
な
会
合
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
シ
ン
ク
タ
ン
ク
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
む
ろ
ん
ア
プ
ロ
ー
チ
は
異
な

る
が
地
域
連
帯
と
い
う
目
標
は
共
有
し
て
お
り
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
内
政
不
干
渉
規
範
を
は
じ
め
と
す
る
主
権
概
念
の

見
直
し
に
つ
い
て
も
一
致
を
見
て
い
る35

）。
以
下
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
に
よ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
へ
の
政
策
提
言
を
検
討
す
る
。

（
二
）
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
へ
の
政
策
提
言

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
の
成
立
に
先
立
っ
て
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
は
二
〇
〇
六
年
四
月
に
政
策
提
言
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
政
策
提

言
の
元
と
な
っ
た
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム36

）に
拠
れ
ば
、
ま
ず
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
は
柔
軟
性
に
欠
け
る
既
存
の
概
念
や
原
則
を
そ
の
ま
ま
承
認
す
べ
き

で
は
な
い
と
し
た
上
で
、
政
府
中
心
主
義
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
の
形
成
に
重
点

を
置
き
、
新
た
な
概
念
・
前
衛
的
な
姿
勢
を
打
ち
出
し
な
が
ら
人
民
志
向
（p

eo
p
le-o

rien
ted

）
の
地
域
主
義
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
と
し
て
い
る37

）。
こ
の
「
人
民
志
向
」
と
い
う
概
念
は
、
人
間
の
安
全
保
障
、
貧
困
・
飢
餓
・
疫
病
の
撲
滅
、
識
字
率
の
向
上
を
意
味
し
て

い
る
。
さ
ら
に
は
、

開
か
れ
た
地
域
主
義
」
が
地
域
統
合
の
鍵
概
念
で
あ
る
と
規
定
し
、
民
主
化
・
法
の
支
配
・
ケ
ア
の
共
同
体
の
重
要
性

を
強
調
し
、
共
通
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
を
検
討
し
て
い
る38

）。

意
思
決
定
に
つ
い
て
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
政
府
官
僚
だ
け
の
エ
リ
ー
ト
・
ク
ラ
ブ
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ39

）、
主
権
の
平
等
と
内
政

不
干
渉
規
範
は
尊
重
す
べ
き
と
し
な
が
ら
も40

）、
重
要
案
件
に
つ
い
て
全
会
一
致
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
三
分
の
二
の
可
決
を
も
っ
て
意

思
決
定
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
重
要
案
件
の
条
件
と
は
（
一
）
立
憲
主
義
に
基
づ
か
な
い
手
段
（
軍
事
ク
ー
デ

タ
ー
な
ど
）
に
よ
る
政
権
が
成
立
し
た
場
合
、

二
）
民
主
的
に
選
挙
さ
れ
た
多
数
政
党
が
政
権
与
党
を
構
成
で
き
な
い
場
合
、

三
）
政
府

が
大
規
模
な
人
権
侵
害
を
お
こ
な
っ
て
い
る
場
合
、

四
）
加
盟
国
政
府
が
分
担
金
を
支
払
え
な
い
場
合
、

五
）
そ
の
他
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
原

則
に
照
ら
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る41

）。
ま
た
上
記
に
関
わ
る
罰
則
と
し
て
、
閣
僚
レ
ベ
ル
会
合
へ
の
参
加
禁
止
、
そ
の
他

す
べ
て
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
関
連
の
会
合
へ
の
参
加
の
一
時
保
留
、
政
府
間
交
渉
の
制
限
、
そ
の
他
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
サ
ミ
ッ
ト
で
承
認
さ
れ
た
他
の

手
段
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い
る42

）。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
は
、
意
思
決
定
方
式
に
つ
い
て
は
よ
り
前
衛
的
で
あ
る
が
、
地
域
連
帯
に
つ
い
て
の
あ
り
方
や
市
民
社
会
の
包

摂
な
ど
多
く
の
点
で
賢
人
会
議
の
所
論
と
の
一
致
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
特
徴
的
な
こ
と
は
、

開
か
れ
た
地
域
主
義
」
の
概
念
を
流
用
し
、

閉
ざ
さ
れ
た
エ
リ
ー
ト
・
ク
ラ
ブ
と
し
て
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
か
ら
広
く
市
民
社
会
を
包
摂
し
た
統
合
の
あ
り
方
へ
の
変
革
を
提
起
し
て
い
る
。

前
節
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
公
式
見
解
が
市
民
社
会
の
包
摂
の
可
能
性
を
認
識
し
つ
つ
も
、
そ
の
具
体
的
・
制
度
的
実
践
に

つ
い
て
は
や
や
消
極
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
賢
人
会
議
や
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
は
よ
り
具
体
的
に
市
民
社
会
の
参
与
を
企
図
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
「
人
民
志
向
」
の
概
念
が
、
人
間
の
安
全
保
障
、
貧
困
・
飢
餓
・
疫
病
の
撲
滅
、
識

字
率
の
向
上
な
ど
依
然
と
し
て
社
会
経
済
的
側
面
か
ら
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
社
会
の
役
割
が
総
じ
て
強
調
さ

れ
て
は
い
る
も
の
の
、
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
と
Ⅲ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
も
市
民
社
会
は
地
域
主
義
に
お
け
る
下
位
規
範
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
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い
る
。
次
章
で
は
、
こ
れ
を
受
け
て
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
の
連
関
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

33
）

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
に
つ
い
て
はH

a
d
i S
o
esa

stro
,
C
la
ra Jo

ew
o
n
o a

n
d C

a
ro
lin
a G

.
H
ern

a
n
d
ez
(ed
s.),

T
w
en
ty T

w
o Y

ear of
 

A
S
E
A
N
-IS
IS
:
O
rigin

,
E
volu

tion
 
an
d
 
C
h
allen

ges of T
rack T

w
o D

iplom
acy

,
Ja
k
a
rta
:
C
S
IS
,
2006.

を
参
照
。

34
）

D
r.
L
a
y H

w
ee Y

eo
,
S
en
io
r R

esea
rch F

ello
w
,
S
in
g
a
p
o
re In

stitu
te o

f In
tern

a
tio
n
a
l A

ffa
irs

へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
〇
八
年

三
月
六
日

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）。

35
）

同
右
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

36
）

“T
h
e A

S
E
A
N
 
C
h
a
rter,”

M
em
o
ra
n
d
u
m
,
N
o
.1 /2006,

A
S
E
A
N
-IS
IS
,
B
a
li,
In
d
o
n
esia

,
18 A

p
ril,

2006.

こ
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
は
先

述
のL

a
y H

w
ee Y

eo
か
ら
提
供
さ
れ
た
資
料
の
一
部
で
あ
る
。

37
）

Ib
id
.,
p
.4.

38
）

Ib
id
.,
p
.5.

39
）

Ib
id
.,
p
.10.

40
）

Ib
id
.,
p
p
.5
6.

41
）

Ib
id
.,
p
.11.

42
）

Ib
id
.,
p
.11.

第
三
章

ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
｜
地
域
連
帯
運
動
に
お
け
る
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ａ
と
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ａ

前
章
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
民
会
議
を
考
察
し
、
地
域
主
義
に
お
け
る
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
（
な
い
し
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ

と
の
関
係
）
の
動
向
を
考
察
し
た
。
本
章
で
は
そ
れ
を
受
け
、
代
表
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
る
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ａ
（S

o
u
th
 
E
a
st

 
A
sia
n C

o
m
m
ittee fo

r A
d
v
o
ca
cy

）
と
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ａ
（S

o
lid
a
rity fo

r A
sia
n P

eo
p
le’s A

d
v
o
ca
cy

）
を
取
り
上
げ
、
地
域
主
義
に
お
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け
る
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
の
展
開
を
検
討
す
る
。
ま
た
そ
れ
を
踏
ま
え
、
人
権
言
説
と
地
域
連
帯
運
動
の
関
係
を
掘
り
下
げ
て
検
討
す
る
た
め
、
Ａ

Ｉ
Ｐ
Ｍ
Ｃ
（A

S
E
A
N
 
In
ter-P

a
rlia

m
en
ta
ry M

y
a
n
m
a
r C

a
u
cu
s

）
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。
か
か
る
検
証
に
お
い
て
は
、
ト
ラ
ッ
ク

Ⅲ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
地
域
主
義
の
諸
言
説
を
精
査
す
る
と
共
に
、
そ
れ
が
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
と
の
連
関
に
お
い
て
｜
す
な
わ
ち
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

へ
の
抗
議
運
動
と
し
て
｜
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。

（
一
）
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ａ43

）は
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
市
民
社
会
の
協
力
関
係
の
構
築
を
目
的
と
し
て
、
一
九
九
九
年
九
月
の
マ
ニ
ア
会
合
で
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
・
マ
レ
ー
シ
ア
・
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
・
タ
イ
・
ベ
ト
ナ
ム
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
東
チ
モ
ー
ル
等
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
参
加
し
て
発

足
し
、
そ
の
後
の
地
域
連
帯
運
動
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ａ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
こ
れ
ら
八
カ
国
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と

地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（reg

io
n
a
l n
etw

o
rk

）
と
呼
ば
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
る
。
主
た
る
活
動
と
し
て
は
政
策
提
言
（
ア
ド
ボ

カ
シ
ー
）
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
。

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ａ
の
活
動
の
中
で
先
ず
特
筆
す
べ
き
は
、
二
〇
〇
二
年
の
一
〇
月
三
〇
日
か
ら
一
一
月
二
日
に
か
け
て
プ
ノ
ン
ペ
ン
に
お
い
て

東
南
ア
ジ
ア
人
民
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（S

o
u
th
 
E
a
st A

sia
n
 
P
eo
p
les’

F
estiv

a
l

）
を
組
織
し
、
そ
こ
で
メ
コ
ン
宣
言
を
採
択
し
た
こ
と

で
あ
る44

）。
同
宣
言
は
人
民
な
い
し
市
民
社
会
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
を
強
調
し
｜
副
題
はb

rin
g
in
g th

e p
o
w
er b

a
ck to th

e p
eo
p
le

と

付
さ
れ
て
い
る
｜
、
人
民
の
視
座
か
ら
地
域
主
義
を
再
構
築
す
る
と
い
う
意
識
の
下
、
経
済
的
・
社
会
的
・
政
治
的
権
利
を
そ
れ
ぞ
れ
提
起

し
て
い
る
。
ま
ず
経
済
的
権
利
で
は
、
自
由
貿
易
の
弊
害
を
強
調
し
た
う
え
で
、
貧
困
を
深
刻
化
さ
せ
、
資
源
へ
の
民
主
的
管
理
を
困
難
に

す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
と
り
わ
け
経
済
的
生
存
権
の
重
要
性
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
社
会
的
・
文
化
的
権
利
で
は
、
経

済
的
権
利
と
同
様
に
人
民
の
た
め
の
政
策
を
強
調
し
、
人
種
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
年
齢
・
宗
教
・
民
族
・
社
会
的
背
景
・
国
籍
に
よ
る
差
別
の
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禁
止
・
撤
廃
、
並
び
に
権
利
の
平
等
性
が
主
唱
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
市
民
的
・
政
治
的
権
利
で
は
、
裁
判
に
よ
ら
な
い
監
禁
や
不
当
逮
捕
の

禁
止
、
言
論
の
自
由
な
ど
が
強
調
さ
れ
人
民
中
心
の
開
発
（p

eo
p
le-cen

tered
 
d
ev
elo
p
m
en
t

）
を
提
起
し
、
貧
困
や
疾
病
の
解
決
に
お

け
る
市
民
的
・
政
治
的
自
由
の
重
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
宣
言
は
人
民
中
心
（p

eo
p
le-cen

tered

）
と
い
う
概
念
が
提
起
さ
れ
た
と

い
う
点
で
特
筆
に
値
す
る
が
、
同
概
念
は
後
続
の
市
民
社
会
側
か
ら
提
唱
さ
れ
て
い
る
地
域
主
義
論
に
一
定
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
。

ま
た
、
二
〇
〇
五
年
十
月
、
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ａ
は
、
ア
ジ
ア
農
村
開
発
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（A

sia
D
H
R
R
A
:
A
sia
n
 
P
a
rtn
ersh

ip
 
fo
r

 
th
e D

ev
elo
p
m
en
t o

f H
u
m
a
n
 
R
eso

u
rces in

 
R
u
ra
l A

sia

）、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ア
ジ
ア
（F

O
R
U
M
-A
S
IA

）、
サ
ス
・
ウ
ォ
ッ
チ

（S
u
sW

a
tch

:
S
u
sta
in
a
b
ility W

a
tch

-A
sia

）
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
共
に
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
市
民
社
会
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ

メ
ン
ト
（R

eg
io
n
a
l C
o
n
feren

ce o
n C

iv
il S

o
ciety E

n
g
a
g
em
en
t in th

e A
S
E
A
N

）」
と
題
し
た
地
域
会
合
を
行
な
っ
て
い
る
。
同

会
合
の
コ
ン
セ
プ
ト
・
ペ
ー
パ
ー
に
拠
れ
ば
、

一
）
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
貧
困
削
減
（p

ro
-p
o
o
r a

d
v
o
ca
cy

）
の
た
め
の
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
と
し
て
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
、

二
）
東
南
ア
ジ
ア
の
開
発
に
お
け
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
戦
略
的
重
要
性
、

三
）
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
３
と
の

関
係
を
含
め
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
政
治
的
経
済
的
な
動
態
、

四
）
地
域
市
民
社
会
の
主
要
な
政
策
提
言
領
域
に
お
け
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

の
位
置
づ
け
、

五
）
市
民
社
会
に
よ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
政
策
形
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
活
用
、
等
が
主
要
論
点
と
な
っ
て
い
る45

）。
な
お
、
二
〇
〇

六
年
に
発
表
さ
れ
た
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
（E

n
g
a
g
em
en
ts w

ith th
e A

S
E
A
N

）」
と
い
う
文
書
で
は
、
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｃ

Ａ
は
地
域
の
政
策
形
成
に
お
い
て
市
民
社
会
の
参
加
を
促
進
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
定
義
し
、
そ
の
上
で
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
地

域
統
合
の
様
々
な
営
為
は
、
地
域
の
貧
困
層
の
利
益
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
て
い
る46

）。
更
に
同
会
合
の
合
意
文
書
で

は
、
地
域
統
合
を
価
値
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
市
民
社
会
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
｜
な
か
ん
ず
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
持
続
可
能
な
開
発
｜
の

重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
「
人
民
の
共
同
体
（a co

m
m
u
n
ity o

f p
eo
p
le

）」
と
定
義
し
た
う
え
で
、
従
来
の
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
主
義
を
非
難
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
東
南
ア
ジ
ア
の
貧
困
層
に
と
っ
て
は
、
自
由
貿
易
が
利
益
よ
り
も
弊
害

と
な
っ
て
い
る
点
を
指
摘
し
、
東
南
ア
ジ
ア
の
地
域
主
義
は
、
経
済
的
強
者
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
て
い
る
完
全
自
由
化
を
推
し
進
め
る
も
の
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で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
国
家
レ
ベ
ル
及
び
地
域
レ
ベ
ル
に
お
い
て
市
民
社
会
参
加
の
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
制

度
化
な
い
し
は
適
用
・
改
善
、
並
び
に
意
思
決
定
過
程
に
お
け
る
説
明
責
任
と
透
明
性
の
確
保
等
が
謳
わ
れ
て
い
る47

）。

ま
た
二
〇
〇
七
年
の
第
三
回
ア
ジ
ア
市
民
社
会
会
議
（
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ｃ

Ⅲ
‖T
h
ird
 
A
S
E
A
N
 
C
iv
il S

o
ciety

 
C
o
n
feren

ce

）
で
は
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
宣
言
が
採
択
さ
れ
て
い
る48

）。
同
宣
言
に
拠
れ
ば
、

普
遍
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
価
値
・
原
則
・
規
範
的
な
基
準
」
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

の
枠
組
み
に
お
い
て
具
現
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
具
体
的
内
容
と
し
て
人
権
、
社
会
的
・
経
済
的
正
義
、
参
加

型
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
法
の
支
配
、
発
展
の
権
利
、
持
続
可
能
な
開
発
、
文
化
的
多
様
性
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
平
等
、
平
和
と
人
民
の
安
全
、
紛

争
の
平
和
的
解
決
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る49

）。
同
時
に
人
民
中
心
の
地
域
協
力
の
必
要
性
が
総
じ
て
重
視
さ
れ
て
い
る50

）。

二
〇
〇
九
年
に
は
第
四
回
ア
ジ
ア
市
民
社
会
会
議
（
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ｃ

Ⅳ
‖F

o
u
rth A

S
E
A
N
 
C
iv
il S

o
ciety C

o
n
feren

ce

）
が
開
催
さ
れ
、

人
民
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
前
進
（A

d
v
a
n
cin
g a P

eo
p
le’s A

S
E
A
N

）」
と
題
さ
れ
た
宣
言
が
採
択
さ
れ
て
い
る51

）。
同
宣
言
で
は
ま
ず
、
政

治
的
側
面
と
し
て
人
権
と
人
間
の
安
全
保
障
の
重
要
性
が
提
起
さ
れ
、
社
会
文
化
的
側
面
で
は
教
育
、
保
健
・
衛
生
、
自
然
権
、
文
化
、
災

害
対
策
な
ど
の
諸
要
因
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
経
済
的
側
面
で
は
貧
困
対
策
と
開
発
の
必
要
性
が
主
唱
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
宣
言
と
同
様
に
「
人
民
中
心
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
」
と
い
う
概
念
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
人
民
中
心
」
を
「
す
べ
て
の

政
策
決
定
が
人
民
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
」
と
定
義
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
人
権
、
人
間
の
尊
厳
、
社
会
的
対
話
、
社
会
的
・
経
済
的
正

義
、
文
化
的
及
び
生
態
上
の
多
様
性
、
持
続
可
能
な
開
発
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
平
等
な
ど
を
基
調
と
し
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
が
形
成
さ
れ
る

こ
と
」
が
目
標
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る52

）。

こ
れ
と
前
後
し
て
、
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ａ
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
に
対
し
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
民
憲
章
（A

S
E
A
N
 
P
eo
p
le’s C

h
a
rter

）
の
策
定
を

準
備
し
て
い
た
（
現
在
こ
の
活
動
は
頓
挫
し
て
い
る
）。
も
と
も
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
民
憲
章
は
遅
く
と
も
第
三
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
市
民
社
会
会

議
（
二
〇
〇
七
年
一
一
月
）
に
は
提
起
さ
れ
、
二
〇
〇
八
年
末
に
は
完
成
す
る
予
定
で
あ
っ
た53

）。
ま
た
細
か
い
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
行
程
に
つ
い

て
の
言
及
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
民
憲
章
の
策
定
計
画
の
中
心
的
な
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
Ａ
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
と
の
イ
ン
タ
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ビ
ュ
ー
に
お
い
て
も
同
計
画
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る54

）。
チ
ャ
ン
ド
ラ
に
拠
れ
ば
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
民
憲
章
は
実
際
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
に

取
っ
て
代
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
民
（
中
心
）
と
い
う
市
民
社
会
の
理
念
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
る55

）。

こ
う
し
た
地
域
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
よ
る
地
域
連
帯
運
動
の
動
き
は
必
ず
し
も
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
対
し
て
常
に
批
判
的
な
立
場
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

第
一
に
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
地
域
連
帯
運
動
の
基
底
に
あ
る
考
え
方
は
、
地
域
主
義
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
に
な
り
得
る
と
い
う
立

場
で
あ
る
。
地
域
連
帯
運
動
は
開
発
独
裁
や
内
政
不
干
渉
規
範
に
は
反
対
す
る
。
し
か
し
、
地
域
主
義
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
負
の
側
面
か
ら

人
民
を
擁
護
し
得
る
と
い
う
思
想
に
拠
っ
て
い
る56

）。

第
二
に
、
地
域
連
帯
運
動
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
批
判
的
で
あ
る
が
、
反
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
運
動
で
は
な
い
。
所
謂
、
反
グ
ロ
ー
バ
ル
化
運

動
と
地
域
連
帯
運
動
は
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
一
線
を
画
し
て
い
る
。
地
域
連
帯
運
動
は
反
グ
ロ
ー
バ
ル
化
運
動
へ
と
収
斂

（

57
）

ex
ten

d

）
し
て
い
く
も
の
で
は
な
く
、
反
グ
ロ
ー
バ
ル
化
運
動
を
越
え
て
拡
大
（ex

p
a
n
sio
n

）
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
す
な

わ
ち
、
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
負
の
側
面
を
地
域
的
な
枠
組
み
に
お
い
て
是
正
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
地
域
連
帯
運

動
は
ロ
ー
カ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
巻
き
込
ん
で
展
開
さ
れ
て
お
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
で
は
な
く
地
域
（reg

io
n
a
l

）
に
軸
足
を
置
い
て
い
る58

）。

第
三
に
、
ま
た
内
政
不
干
渉
規
範
に
つ
い
て
は
タ
イ
政
府
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
「
柔
軟
な
関
与
（flex

ib
le en

g
a
g
em
en
t

）」
の
概
念
を

支
持
し
、
そ
れ
が
人
民
の
利
益
と
合
致
す
る
場
合
に
は
（
た
と
え
ば
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
よ
う
な
事
例
で
は
）
内
政
問
題
に
は
介
入
し
得
る
と
い

う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

か
か
る
地
域
連
帯
運
動
は
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
地
域
主
義
（A

ltern
a
tiv
e R

eg
io
n
a
lism

）
の
動
き
と
連
動
し
て
い
る59

）。

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ブ
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
地
域
主
義
を
形
容
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は
既
存
の
地
域
主
義
の
制
度
・
規
範
に
対
し

て
の
変
革
を
含
意
し
て
い
る
。
ダ
ー
ノ
の
示
唆
的
な
研
究
に
拠
れ
ば
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
地
域
主
義
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
る
の
が
、
地
域

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
共
有
と
、
市
場
経
済
型
地
域
統
合
論
（m

a
rk
et-b

a
sed reg

io
n
a
l in

teg
ra
tio
n

）
か
ら
の
脱
却
で
あ
る
。
そ
の
上

で
、
公
平
性
と
社
会
正
義
を
強
調
し
、
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
・
説
明
責
任
・
透
明
性
・
人
権
・
持
続
可
能
な
開
発
等
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を
挙
げ
て
い
る60

）。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
正
義
論
の
地
域
主
義
的
修
正
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
普
遍
的
概

念
｜
社
会
正
義
が
そ
の
中
枢
を
為
し
て
い
る
｜
の
実
現
を
、
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
共
有
と
い
う
「
地
域
の
枠
」
の
中
で
は
か
っ
て
い

く
と
い
う
構
想
で
あ
る
。

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
地
域
主
義
な
い
し
地
域
連
帯
運
動
の
要
諦
は
、
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
・
説
明
責
任
・
透
明
性
・
人
権
・
持
続
可
能
な
開

発
等
と
い
っ
た
一
連
の
社
会
正
義
の
言
説
を
受
容
し
、
そ
れ
を
地
域
の
枠
組
み
に
お
い
て
実
現
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
か
か

る
運
動
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
や
当
事
国
政
府
と
の
「
対
話
」
と
「
提
言
」
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ａ
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
）。
す
な
わ
ち
、
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ａ
に
お
い
て
は
市
民
社
会
を
社
会
経
済
面
か
ら
で
は
な
く
政
治
的
な
権
利
要
求
と
し
て

改
め
て
定
義
し
、
そ
の
上
で
一
連
の
社
会
正
義
の
実
現
を
地
域
の
枠
内
で
行
な
う
と
主
唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
含
意
と
し
て

は
次
の
二
つ
の
点
が
指
摘
さ
れ
得
る
。
第
一
に
市
民
社
会
を
政
治
的
側
面
か
ら
定
義
す
る
一
方
で
、
そ
れ
を
地
域
の
枠
内
で
実
現
す
る
こ
と

を
明
示
す
る
こ
と
で
、
地
域
主
義
の
対
抗
概
念
と
し
て
市
民
社
会
を
定
位
す
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
地
域
主
義
と
調
和
可
能
な
市
民
社
会
規

範
の
定
立
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
地
域
主
義
を
市
民
社
会
の
側
か
ら
も
能
動
的
に
定
義
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
グ
ロ
ー

バ
ル
市
民
社
会
運
動
と
は
相
当
程
度
に
距
離
を
置
い
た
地
域
市
民
社
会
の
概
念
形
成
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
は
第
一
の
点
と
も
重
な
っ
て
い

る
が
、
一
方
で
地
域
主
義
と
調
和
的
な
市
民
社
会
概
念
を
打
ち
た
て
、
他
方
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
負
の
側
面
を
解
消
す
る
防
波
堤
と
し
て

「
地
域
」
を
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
主
義
と
い
う
制
度
言
説
の
性
質
を
内
側
か
ら
｜
す
な
わ
ち
エ
リ
ー
ト
主
義
的
な
政
府
間
言

説
と
し
て
の
地
域
主
義
か
ら
市
民
社
会
言
説
と
し
て
の
地
域
主
義
へ
と
｜
改
変
す
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
二
）
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ａ

前
述
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
市
民
社
会
会
議
（
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
）
は
、
二
〇
〇
五
年
に
一
二
〇
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
参
加
し
て
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
急
速
に
進
展
す
る
の
は
こ
れ
以
降
で
あ
る
。
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
市
民
社
会

を
つ
な
ぐ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
役
割
を
担
い
、
市
民
社
会
組
織
の
代
表
者
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
指
導
者
が
対
話
を
す
る
機
会
が
設
け
ら
れ
て
い

た61
）。そ

の
後
、
二
〇
〇
六
年
二
月
に
は
、
先
述
の
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ａ
、
ア
ジ
ア
農
村
開
発
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ア
ジ
ア
、
グ
ロ
ー

バ
ル
・
サ
ウ
ス
（F

o
cu
s o

n
 
th
e G

lo
b
a
l S

o
u
th

）
の
四
団
体
の
合
意
の
下
に
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ａ
が
結
成
さ
れ
た62

）。
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ａ
の
第
一
回
会
合
に

は
三
〇
以
上
の
地
域
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
参
加
し
、
参
加
母
体
は
現
在
で
は
一
〇
〇
団
体
に
ま
で
増
加
し
て
い
る63

）。
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ａ
は
二
〇
〇
六
年
以
降
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
市
民
社
会
会
議
の
組
織
母
体
と
な
っ
て
お
り
、
地
域
連
帯
運
動
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

二
〇
〇
六
年
、
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ａ
は
前
述
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
賢
人
会
議
に
対
し
て
三
つ
の
政
策
提
言
を
行
な
っ
て
い
る64

）。
こ
れ
ら
の
政
策
提
言

は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
（
バ
リ
）、
経
済
的
要
因
（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）、
社
会
文
化
的
要
因
と
制
度
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
ク
エ
ゾ
ン
）
を

そ
れ
ぞ
れ
課
題
と
し
て
い
る
。
先
ず
二
〇
〇
六
年
四
月
に
バ
リ
提
言
で
は
、
地
域
主
義
を
人
民
中
心
の
観
点
か
ら
再
定
義
し
て
い
る
。
そ
れ

に
拠
れ
ば
、
地
域
主
義
と
は
「
国﹅
家﹅
と﹅
人﹅
民﹅
の﹅
相﹅
互﹅
利﹅
益﹅
と﹅
協﹅
調﹅
を﹅
強﹅
め﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
で﹅
、
Ａ﹅
Ｓ﹅
Ｅ﹅
Ａ﹅
Ｎ﹅
人﹅
民﹅
の﹅
利﹅
益﹅
を﹅
増﹅
進﹅
す﹅
る﹅
た﹅
め﹅
の﹅
過﹅

程﹅
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
地
域
主
義
と
は
単
な
る
統
合
や
地
域
連
帯
に
帰
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
民
中
心
（p

eo
p
le-cen

tered

）

で
そ
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
（p

eo
p
le-em

p
o
w
ered

）
を
企
図
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
定
義
し
て
い
る65

）。
す
な
わ
ち
、
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｃ
Ａ
の
言
説
戦
略
と
同
様
に
、
地
域
主
義
と
市
民
社
会
概
念
の
両
立
性
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
。

続
く
同
年
六
月
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
提
言
で
は
、
地
域
主
義
と
は
「
市﹅
民﹅
の﹅
権﹅
利﹅
と﹅
民﹅
主﹅
的﹅
プ﹅
ロ﹅
セ﹅
ス﹅
の﹅
涵﹅
養﹅
」
に
立
脚
し
て
い
る
と
提
起

し
、
そ
の
上
で
経
済
的
地
域
主
義
は
、
持
続
可
能
な
開
発
・
平
等
・
（
市
民
社
会
の
）
包
摂
・
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
と
い
っ
た
経
済
的
正
義
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を
実
施
す
る
手
段
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
じ
て
地
域
主
義
が
地
域
連
帯
を
醸
成
す
る
と
強
調
し
て
い
る66

）。
一
方
で
持
続
可
能
な
開
発
な
ど
社
会

経
済
的
な
側
面
か
ら
地
域
主
義
を
定
義
し
、
他
方
で
そ
こ
に
平
等
や
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
と
い
っ
た
政
治
的
概
念
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、
経

済
的
側
面
の
市
民
社
会
と
政
治
的
側
面
の
市
民
社
会
を
、
地
域
主
義
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
企
図
が
働
い
て
い
る
。

さ
ら
に
同
年
一
一
月
の
ク
エ
ゾ
ン
提
言
で
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
二
提
言
に
お
け
る
地
域
主
義
理
念
を
再
確
認
し
た
上
で
、
社
会
文
化
的
共

同
体
（S

o
cio
-C
u
ltu
ra
l C
o
m
m
u
n
ity

）
の
重
要
性
を
強
調
し
、
改
め
て
地
域
主
義
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

地﹅
域﹅
主﹅
義﹅
は﹅
人﹅
権﹅
お﹅
よ﹅
び﹅
コ﹅
ミ﹅
ュ﹅
ニ﹅
テ﹅
ィ﹅
の﹅
権﹅
利﹅
の﹅
承﹅
認﹅
・﹅
促﹅
進﹅
・﹅
保﹅
護﹅
に﹅
立﹅
脚﹅
し﹅
て﹅
い﹅
る﹅
。
我
々
の
構
想
す
る
地
域
主
義
の
基

礎
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
、
共
通
の
倫
理
規
範
と
人
間
の
尊
厳
を
保
障
す
る
一
連
の
義
務
に
向
け
て
協
働
す
る
社
会
文
化
的
共
同

体
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
方
途
と
し
て
の
人
権
の
実
現
を
拡
大
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る67

）。

そ
の
上
で
、
社
会
文
化
的
共
同
体
と
は
寛
容
と
多
様
性
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
統
合
と
は
そ
こ
に
お
け
る
共
通
の
繁
栄
基
盤
を
築

く
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
意
味
で
、
ケ
ア
の
共
同
体
、
共
有
す
る
共
同
体
と
は
人
民
中
心
で
そ
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
を
企
図
す
る
も

の
で
あ
る68

）。
ま
た
「
責
任
あ
る
地
域
主
義
（R

esp
o
n
siv
e R

eg
io
n
a
lism

）」
の
概
念
を
提
唱
し
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
人
権
・
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
・
人
間
開
発
・
経
済
的
正
義
・
寛
容
・
協
調
・
連
帯
に
率
先
し
て
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
意
思
決
定
は
市
民
社
会
に
開
か

れ
た
も
の
で
な
か
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ
の
説
明
責
任
（a

cco
u
n
ta
b
ility

）
を
重
視
し
て
い
る69

）。

か
か
る
地
域
主
義
論
に
お
い
て
は
、
人
権
を
法
的
要
因
か
ら
で
は
な
く
、
共
同
体
の
要
請
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
ろ
う
。

総
じ
て
言
え
ば
、
人
権
と
民
主
主
義
を
社
会
文
化
的
要
因
か
ら
捉
え
、
そ
の
重
要
性
を
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
府
間
の
地
域
主
義
と
は

異
な
る
人
民
の
た
め
の
地
域
主
義
を
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る70

）。

こ
こ
ま
で
の
考
察
に
拠
れ
ば
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
、
賢
人
会
議
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
、
そ
し
て
Ｎ
Ｇ
Ｏ
も
市
民
社
会
の
包
摂
を
含
意
し

（77-４- ）122 742

論 説



た
地
域
主
義
理
念
の
拡
大
で
は
、
概
ね
合
意
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
、
市
民
社
会
を
包
摂
す
る
程
度
や

そ
の
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
埋
め
難
い
溝
が
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、

人
民
志
向
（p

eo
p
le-o

rien
ted

）」
と
「
人
民
中
心
（P

eo
p
le-cen

tred

）」
と
い
う
二
つ
の
言
説
の
差
異
に
着
眼
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
用
例
は
多
岐
に
渡
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
過
度
の
一
般
化
を
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
が
、

人
民
志
向
」
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
等
の
政
府
サ
イ
ド
に
近
い
立
場
か
ら
放
た
れ
る
言
説
で
あ
り
、

人
民
中
心
」
は
概
ね
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
サ
イ
ド
か
ら
発
言
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
の
優
れ
た
指
摘
に
拠
れ
ば
、
人
民
志
向
と
は
、
政
策
形
成
に
関
し
て
人
民
の
利
益
を
考
慮
す
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
、
人
民
中
心
と
は
市
民
社
会
等
の
組
織
が
積
極
的
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
意
思
決
定
に
参
与
す
る
過
程
を
示
唆
し
て
い
る71

）。
こ
の

両
概
念
は
一
見
、
そ
の
差
異
が
捉
え
難
い
が
、
政
体
論
｜
す
な
わ
ち
意
思
決
定
の
正
統
性
は
何
に
由
来
す
る
の
か
｜
と
し
て
こ
の
問
題
を
捉

え
た
場
合
に
両
者
の
相
違
が
詳
ら
か
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
人
民
志
向
と
い
う
言
説
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
も
「
最
終
的
な
意
思
決
定
は
地
域
の
政
治
エ
リ
ー
ト
に
委
ね
ら
れ
て
い
る72

）」。

言
い
換
え
れ
ば
、
人
民
志
向
と
い
う
言
説
は
、
意
思
決
定
の
正
統
性
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
由
来
し
、
人
民
の
利
益
を
考
慮
す
る
こ
と
を
留
保
し

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
人
民
中
心
の
言
説
は
、
意
思
決
定
の
正
統
性
を
「
人
民
」
に
求
め
、
政
策
形
成
過
程
へ
の
市
民
社
会
の

参
与
を
提
唱
す
る
も
の
で
あ
る
（
む
ろ
ん
、
こ
の
場
合
に
は
お
馴
染
み
の
「
市
民
社
会
の
代
表
性
」
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
が
こ
こ
で
は
触

れ
な
い
）。
こ
の
こ
と
は
、
市
民
社
会
の
包
摂
と
い
う
理
念
で
は
一
致
し
て
い
る
が
、
正
統
性
の
源
泉
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
あ
る
の
か
、
人
民

に
あ
る
の
か
と
い
う
統
合
の
正
統
性
に
つ
い
て
、
極
め
て
大
き
な
溝
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

ま
た
「
人
民
志
向
」
と
い
う
言
葉
は
、
単
に
開
発
・
貧
困
・
飢
餓
・
疫
病
な
ど
社
会
問
題
の
領
域
を
指
し
示
す
用
語
と
し
て
も
使
わ
れ
て

お
り
、

人
民
志
向
」
と
い
う
言
説
に
民
主
的
な
市
民
の
参
加
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
難
い
場
合
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
人
民
志
向

の
言
説
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
｜
な
か
ん
ず
く
民
主
化
へ
の
移
行
途
上
に
あ
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど

｜
に
と
っ
て
も
受
容
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
拙
速
に
人
民
中
心
を
統
合
の
規
範
と
す
る
こ
と
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
そ
れ
自
体
の
求
心
力
を
破
壊
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し
か
ね
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る73

）。
そ
う
す
る
と
、

人
民
中
心
」
を
理
念
に
掲
げ
つ
つ
も
、
現
実
に
は
「
人
民
志
向
」
と
い
う
言
葉
で
妥

協
・
調
和
を
は
か
る
と
い
う
方
策
が
と
ら
れ
て
い
る
と
も
解
釈
し
得
る
。
人
権
概
念
が
共
同
体
の
要
請
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も

自
明
な
よ
う
に
、
地
域
連
帯
が
最
も
優
先
度
の
高
い
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
一
見
矛
盾
す
る
「
人
民
志
向
」
と
「
人
民
中
心
」
が

並
立
し
得
る
の
も
、
こ
の
「
地
域
連
帯
」
を
与
件
と
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
人
権
と
地
域
連
帯

で
は
人
権
と
地
域
連
帯
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
。
最
後
に
先
述
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
地
域
主
義
論
を
理
解
す
る
上
で
、
重
要
な

試
金
石
の
ひ
と
つ
で
あ
る
そ
の
人
権
論
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
民
主
化
に
つ
い
て
広
範
な
活
動
を
展
開
し
て
い
る
Ａ

Ｉ
Ｐ
Ｍ
Ｃ
（A

S
E
A
N
 
In
ter-P

a
rlia

m
en
ta
ry M

y
a
n
m
a
r

74
）

C
a
u
cu
s

）
が
人
権
と
地
域
連
帯
の
関
係
性
を
捉
え
る
上
で
は
有
益
で
あ
ろ
う
。

Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｍ
Ｃ
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
の
国
会
議
員
が
中
心
と
な
っ
て
二
〇
〇
四
年
に
組
織
さ
れ
、
主
と
し
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
民
主
化
に
つ

い
て
国
境
を
越
え
た
活
動
、
幅
広
い
抗
議
行
動
を
展
開
し
て
い
る
。
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｍ
Ｃ
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
マ
レ
ー
シ
ア
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
タ

イ
・
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
支
部
を
持
ち
、
特
に
二
〇
〇
六
年
以
降
、
活
動
が
活
発
化
し
て
い
る
。
主
な
主
張
と
し
て
は
、
第
一

に
、
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｍ
Ｃ
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
加
盟
政
策
が
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
民
主
化
促
進
と
い
う
観
点
に
お
い
て
失
敗
で
あ
っ
た
点
を

論
難
し
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
軍
事
政
権
が
地
域
連
帯
に
と
っ
て
大
き
な
脅
威
で
あ
る
旨
を
強
調
し
て
い
る75

）。
第
二
に
、
地
域
連
帯
の
精
神
か
ら

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
建
設
的
な
対
話
（co

n
stru

ctiv
e d

ia
lo
g
u
e

）
を
行
な
い
、
地
域
の
安
定
化
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
と
求
め

て
い
る76

）。
第
三
に
、
二
〇
〇
六
年
六
月
に
は
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｍ
Ｃ
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
民
主
化
や
ア
ウ
ン
・
サ
ン
・
ス
ー
チ
ー
女
史
を
含
む
政
治
犯

の
釈
放
を
求
め
る
意
見
書
を
国
連
事
務
総
長
宛
に
提
出
し
て
い
る77

）。
こ
れ
は
難
民
の
流
入
や
経
済
の
不
安
定
化
に
よ
っ
て
国
境
を
越
え
た
地

域
安
全
保
障
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
危
惧
の
現
れ
で
あ
る
。
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ま
た
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｍ
Ｃ
は
か
な
り
初
期
の
段
階
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
の
人
権
侵
害
と
民
主
化
政
策
の
拒
絶
を
非
難
し
て
き
た
が78

）、
こ
れ
は
従

来
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
忌
避
し
て
き
た
内
政
干
渉
そ
の
も
の
で
あ
る
。
内
政
干
渉
に
つ
い
て
二
〇
〇
五
年
三
月
に
作
ら
れ
た
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｍ
Ｃ
タ
イ
支

部
の
設
立
趣
旨
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
政
府
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
関
係
を
基
礎
付
け
る
「
建
設
的
関
与
（C

o
n
stru

ctiv
e E

n
g
a
g
em
en
t

）」
政
策
が

ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る
政
治
危
機
、
人
権
危
機
、
経
済
問
題
、
麻
薬
問
題
そ
し
て
人
民
の
苦
し
み
を
解
決
す
る
た
め
の
如
何
な
る

具
体
的
な
結
果
も
生
み
出
し
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る79

）。

こ
こ
で
、
人
権
が
共
同
体
の
要
請
と
し
て
定
位
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
権
侵
害
は
地
域
連
帯
の
阻
害
と
い
う
点

か
ら
忌
避
さ
れ
て
お
り
、
地
域
の
安
定
化
と
い
う
観
点
か
ら
場
合
に
よ
っ
て
は
内
政
干
渉
が
容
認
さ
れ
得
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
主
権
と
人
権
と
い
う
伝
統
的
対
置
構
造
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
地
域
連
帯
を
理
念
的
前
提
と
し
た
上
で
、
両
者
の
調
和
が
は
か

ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ａ
を
中
心
と
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
二
〇
〇
九
年
六
月
に
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
ハ
イ
レ
ベ
ル
パ
ネ
ル
に
対
し
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
権
機
構

の
設
立
を
訴
え
る
署
名
活
動
を
行
な
い
、
公
開
文
書
（o

p
en
 
letter

）
を
公
表
し
て
い
る
。
同
文
書
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
に
お
け
る

「
人
民
志
向
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
（P

eo
p
le o

rien
ted

 
A
S
E
A
N

）」
の
概
念
を
引
き
な
が
ら
、
そ
の
実
現
の
た
め
人
権
機
構
の
設
立
の
必
要
を

訴
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
人
権
保
護
の
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
構
築
、
人
権
専
門
家
の
雇
用
、
及
び
専
門
家
集
団
に
よ
る
申
し
立
て
の
精

査
・
調
査
、
及
び
全
加
盟
国
に
対
し
て
の
人
権
状
況
の
定
期
的
調
査
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
施
策
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
の
趣
旨

を
貫
徹
す
る
た
め
の
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
い
る80

）。
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54
）

チ
ャ
ン
ド
ラ
の
説
明
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
民
憲
章
は
二
〇
〇
六
年
か
ら
策
定
に
取
り
掛
か
り
、
当
初
は
二
〇
〇
八
年
四
月
に
完
成
、
同
年
末
ま
で

に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
へ
と
提
出
す
る
予
定
で
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。D

r.
A
lex

a
n
d
er
 
C
h
a
n
d
ra
,
R
esea

rch
 
A
sso

cia
te,

In
stitu

te
 
o
f

 
G
lo
b
a
l Ju

stice;
m
em
b
er o

f S
E
A
C
A

へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
〇
八
年
三
月
三
日

ジ
ャ
カ
ル
タ
）。
但
し
、
こ
の
作
業
は
本
稿
執
筆
時
（
二
〇

一
〇
年
一
一
月
）
に
お
い
て
も
進
展
し
て
い
な
い
。
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lex
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D
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57
）

収
斂
」
に
は
複
数
の
も
の
、
多
様
な
も
の
が
特
定
の
も
の
に
集
約
さ
れ
て
い
く
と
い
う
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
るex

ten
d

は

複
数
の
地
域
連
帯
運
動
や
市
民
社
会
運
動
が
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
運
動
と
い
う
一
つ
の
方
向
に
展
開
・
集
約
さ
れ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
た
う
え
で
そ
れ

に
反
駁
し
て
い
る
た
め
、

収
斂
」
と
い
う
訳
語
を
あ
て
た
。

58
）

同
右
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

59
）

オ
ル
タ
ナ
テ
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ブ
地
域
主
義
に
つ
い
て
の
最
も
示
唆
的
な
問
題
提
起
はD

a
n
o
,
o
p
.
cit.

で
あ
る
が
、
地
域
主
義
と
市
民
社
会
の
関
係
を
捉
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も

の
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て
はL

o
u
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w
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n
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N
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R
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こ
の
点
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
賢
人
会
議
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
の
策
定
に
あ
た
り
市
民
社
会
と
の
協
議
を
行
な
っ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、
実

際
に
は
こ
の
協
議
（E

P
G
-C
S
O
s C

o
n
su
lta
tio
n

）
へ
の
参
加
を
認
め
ら
れ
た
市
民
社
会
組
織
は
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ａ
を
含
む
四
団
体
の
み
で
あ
り
、
且
つ
政
策

提
言
の
提
出
が
許
可
さ
れ
た
の
は
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ａ
だ
け
で
あ
っ
た
。“S

A
P
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en
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“S
o
lid
a
rity fo

r A
sia
n P

eo
p
le’s A

d
v
o
ca
cy
(S
A
P
A
)
W
o
rk
in
g G

ro
u
p o

n th
e A

S
E
A
N
 
S
u
b
m
issio

n o
n th

e E
co
n
o
m
ic P

illa
r fo

r
 

th
e E

m
in
en
t P

erso
n
s G

ro
u
p o

n th
e A

S
E
A
N
 
C
h
a
rter,”

S
in
g
a
p
o
re:

Ju
n
e 28,

2006,
p
.
3.
O
rig
in
a
l em

p
h
a
sis.

67
）

“S
o
lid
a
rity fo

r A
sia
n P

eo
p
le’s A

d
v
o
ca
cy
(S
A
P
A
)
W
o
rk
in
g G

ro
u
p o

n th
e A

S
E
A
N
 
S
u
b
m
issio

n o
n th

e S
o
cio
-C
u
ltu
ra
l P
illa

r
 

a
n
d In

stitu
tio
n
a
l M

ech
a
n
ism

s to th
e E

m
in
en
t P

erso
n
s G

ro
u
p o

n th
e A

S
E
A
N
 
C
h
a
rter,”

Q
u
ezo

n C
ity
,
P
h
ilip

p
in
es:

N
o
v
em
b
er

 
10,

2006,
p
.
3.
O
rig
in
a
l em

p
h
a
sis.

68
）

L
o
c.
cit.

69
）

Ib
id
.,
p
p
.
7
8.

英
語
の
形
容
詞resp

o
n
siv
e

は
「
敏
感
な
」、

応
答
し
や
す
い
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
が
、
市
民
社
会
に
対
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
の
説
明
責
任
を
要
請
す
る
と
い
う
文
脈
を
考
慮
し
、R

esp
o
n
siv
e R

eg
io
n
a
lism

を
「
責
任
あ
る
地
域
主
義
」
と
訳
出
し
た
。

70
）

た
と
え
ば
、Jen

in
a
 
C
h
a
v
ez,

“M
a
k
in
g
 
A
S
E
A
N
 
relev

a
n
t,”

Ja
n
u
a
ry
 
15,

2007.

は
そ
の
好
例
で
あ
る
。h

ttp
: //w

w
w
.a
sia
sa
p
a
.o
rg

(la
st a

ccessed 24 Ja
n
u
a
ry 2011)

71
）

C
h
a
n
d
ra
,
o
p
.
cit.,

p
.
200.
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72
）

L
o
c.
cit.

73
）

Ib
id
.,
p
.
197.

74
）

h
ttp
: //w

w
w
.a
sea

n
m
p
.o
rg
/
(la
st a

ccessed 24 Ja
n
u
a
ry 2011)

75
）

例
え
ば
、A

IP
M
C
,
“S
o
lid
a
rity S

ta
tem

en
t a

t ev
en
t o

f A
u
n
g
 
S
a
n
 
S
u
u
 
K
y
i’s 62n

d
 
B
irth

d
a
y
 
a
n
d
 
W
o
m
en
 
o
f B

u
rm
a
 
D
a
y
,

B
a
n
g
k
o
k
,”
19 Ju

n
e 2007,

Id
.,
“A
IP
M
C
:
G
lo
b
a
l A

rm
s E

m
b
a
rg
o o

n M
y
a
n
m
a
r n
ecessa

ry
,”
16 O

cto
b
er 2007.

76
）

A
IP
M
C
,
“S
o
lid
a
rity o

n D
em
o
cra

cy S
tru
g
g
le in M

y
a
n
m
a
r,”

Ja
k
a
rta
,
25 S

ep
tem

b
er 2007.

77
）

F
ro
m
 
A
S
E
A
N
 
In
ter-P

a
rlia

m
en
ta
ry M

y
a
n
m
a
r C

a
u
cu
s to U

n
ited N

a
tio
n
s S

ecreta
ry
-G
en
era

l,
Ju
n
e 27,

2006.

78
）

A
IP
M
C
,
“A
S
E
A
N
 
In
ter-P

a
rlia

m
en
ta
ry M

y
a
n
m
a
r C

a
u
cu
s C

o
n
feren

ce o
n G

o
o
d G

o
v
ern

a
n
ce,

D
em
o
cra

cy a
n
d A

S
E
A
N
,”

K
u
a
la L

u
m
p
u
r,
2
3 D

ecem
b
er 2005.

79
）

T
h
a
i P
a
rlia

m
en
ta
ry C

a
u
cu
s o
n D

em
o
cra

cy in M
y
a
n
m
a
r,
“T
h
a
i P
a
rlia

m
en
ta
ry C

a
u
cu
s o

n D
em
o
cra

cy in M
y
a
n
m
a
r,”

2
 

M
a
rch 2005.

80
）

“T
h
e T

erm
s o
f R

eferen
ce o

f th
e A

S
E
A
N
 
h
u
m
a
n rig

h
ts b

o
d
y sh

o
u
ld in

clu
d
e p

ro
tectio

n m
a
n
d
a
tes a

n
d th

e a
p
p
o
in
tm
en
t

 
o
f in

d
ep
en
d
en
t ex

p
erts,”

20 Ju
n
e,
2009.

同
文
書
は
、
六
月
二
七
日
に
署
名
が
打
ち
切
ら
れ
、
二
七
八
の
団
体
と
個
人
が
署
名
し
て
い
る
。
同
文

書
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
六
月
二
一
日
に
著
者
の
元
に
メ
ー
ル
送
付
さ
れ
、
同
二
四
日
に
署
名
・
返
送
し
た
も
の
を
参
照
し
た
。
参
照
に
あ
た
り
許
可
を

下
さ
っ
たM

s.
Y
u
y
u
n W

a
h
y
u
n
in
g
ru
m
,
P
ro
g
ra
m
 
M
a
n
a
g
er fo

r E
a
st A

sia
,F
O
R
U
M
-A
S
IA
 
R
eg
io
n
a
l O
ffice

に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

お

わ

り

に

以
上
、
本
稿
で
は
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
の
連
関
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
市
民
社
会
と
地
域
主
義
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
っ
た
。
本
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
及
び
ト
ラ
ッ
ク
Ⅱ
に
お
い
て
は
市
民
社
会
の
役
割
が
総

じ
て
強
調
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
概
念
設
定
と
し
て
市
民
社
会
は
地
域
主
義
に
従
属
す
る
下
位
規
範
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
市

（77-４- ）128 748
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民
社
会
と
い
う
概
念
を
主
と
し
て
社
会
経
済
的
な
側
面
か
ら
定
義
し
て
い
る
の
も
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
・
Ⅱ
の
特
徴
で
あ
る
。

対
し
て
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
に
お
い
て
は
地
域
主
義
と
市
民
社
会
の
対
等
性
・
両
立
性
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
社
会
と
は
地
域

主
義
に
従
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
地
域
主
義
の
基
底
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
他
方
で
、
市
民
社
会
が
理
想
と
す
る
よ
う
な
社
会

正
義
の
実
現
は
地
域
の
枠
内
で
の
み
実
現
可
能
で
あ
る
と
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
民
社
会
と
地
域
主
義
の
両
立
性
を
提
起
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
更
に
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
に
お
い
て
は
市
民
社
会
と
い
う
概
念
を
社
会
経
済
面
か
ら
で
は
な
く
政
治
的
な
概
念
と
し
て
も
提
起
し
て
お
り
、

ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
・
Ⅱ
よ
り
も
市
民
社
会
を
広
い
概
念
と
し
て
捉
え
て
い
る
様
相
が
窺
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
・
Ⅱ
と
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
の
間
に
は
大
き
な
溝
も
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
市
民
社
会
の
役
割
を
強
調
す
る
ト
ラ
ッ
ク

Ⅲ
の
地
域
主
義
論
の
意
義
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
特
徴
と
し
て
は
、

一
）
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
の
主
導
す
る
民
主
化
運
動
が
、

地
域
主
義
の
正
統
性
の
付
与
や
市
民
社
会
の
包
摂
に
多
大
な
貢
献
を
為
し
て
い
る
こ
と
、

二
）
そ
れ
自
体
が
「
上
か
ら
の
地
域
主
義
」

政

府
主
導
）
か
ら
「
下
か
ら
の
地
域
主
義
」

人
民
主
導
）
へ
の
転
換
の
要
請
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、

三
）
二
点
目
の
必
然
の
帰
結
と
し
て
、

ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
の
運
動
に
お
い
て
は
、
内
政
不
干
渉
規
範
の
見
直
し
が
含
意
さ
れ
る
こ
と
、
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
は
こ
こ
数
年
で
格
段
に
柔
軟
に
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
内
政
不
干
渉
規
範
の
見
直
し
に
つ
い
て
依
然
と
し
て
留
保
を
お
い
て
い
る
。
ま

た
民
主
化
や
人
権
に
つ
い
て
明
示
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
見
ら
れ
な
い
。
更
に
は
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
民
主
化
プ
ロ
セ
ス
の
進
展
に
は

（
ミ
ャ
ン
マ
ー
や
ベ
ト
ナ
ム
が
そ
の
好
例
だ
が
）
不
透
明
な
部
分
が
多
い81

）。
こ
れ
ら
の
点
は
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
の
活
動
に
お
い
て
今
後
の
課
題
と

な
る
で
あ
ろ
う
。

同
時
に
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
の
地
域
主
義
論
に
は
、
ト
ラ
ッ
ク
Ⅰ
・
Ⅱ
と
親
和
的
な
側
面
も
存
在
す
る
。
先
ず
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
地
域
主

義
の
境
界
線
と
市
民
社
会
の
側
が
想
定
す
る
地
域
主
義
の
境
界
線
は
概
ね
一
致
し
て
い
る
と
い
う
点
は
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
と
い
う
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
設
定
し
た
上
で
、
参
加
主
体
を
政
府
主
導
か
ら
人
民
主
導
へ
と
転
換
を
促
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
ト
ラ
ッ
ク
Ⅲ
の
運
動
は
、
前
述
の
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
市
民
社
会
を
模
索
す
る
の
で
は
な
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く
、
あ
く
ま
で
も
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
に
限
定
し
た
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
市
民
社
会
で
あ
る
｜
そ
う
で
な
け
れ
ば
市
民
社
会
を
地
域
主
義
と

関
連
付
け
て
捉
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
市
民
社
会
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
グ

ロ
ー
バ
ル
市
民
社
会
と
安
易
に
合
流
せ
ず
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
正
義
の
論
理
で
は
な
く
、
地
域
連
帯
の
論
理
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
地
域
連
帯
運
動
は
（
地
域
主
義
と
い
う
）
境
界
線
を
な
く
す
活
動
で
は
な
く
、

地
域
」
と
い
う
理
念
に
立
脚
し
、
そ
こ

に
市
民
社
会
と
い
う
含
意
を
挿
入
し
な
が
ら
、
境
界
線
を
延
ば
し
て
い
く
活
動
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
言
葉
を
変
え
れ
ば
、

境
界
線
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
境
界
線
を
な
く
そ
う
と
試
み
る
の
で
は
な
く
、
境
界
線
の
存
在
を
意
識
し
つ
つ
、
境
界
線
そ
の
も
の
を

相
対
化
す
る
運
動
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
域
主
義
を
な
く
す
運
動
で
は
な
く
、
地
域
主
義
の
枠
内
に
立
ち
、
従
来
の
地
域
主
義
を
相
対
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
包
摂
が
可
能
な
か
た
ち
に
地
域
主
義
を
変
容
さ
せ
て
い
く
運
動
で
あ
る
。
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
・

説
明
責
任
・
透
明
性
・
人
権
・
持
続
可
能
な
開
発
等
の
概
念
を
含
む
社
会
正
義
や
公
平
性
と
い
う
視
座
に
立
ち
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
地
域
主

義
と
い
う
枠
の
中
で
実
現
し
て
い
こ
う
と
す
る
視
座
で
あ
る
。
か
か
る
視
座
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
範
言
説
を
如
何
に
し
て
、
地
域
の
中
で
受

容
し
得
る
の
か
と
い
う
課
題
を
内
包
し
て
お
り
、
地
域
主
義
と
市
民
社
会
の
関
係
を
捉
え
る
上
で
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

81
）

A
ch
a
ry
a
,
o
p
.cit.,

p
p
.139

140.

〔
付
記
〕
本
稿
は
サ
ン
ト
リ
ー
文
化
財
団
‖
人
文
科
学
・
社
会
科
学
に
関
す
る
研
究
助
成
「
地
域
統
合
と
「
人
の
移
動
｜
ア
ジ
ア
と
欧
州
に

お
け
る
境
界
線
の
政
治
学
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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